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秋田県建築行政マネジメント計画

Ⅰ．秋田県建築行政マネジメント計画の位置づけ

１．マネジメント計画策定の趣旨

本県では、円滑な経済活動の確保を前提としつつ、建築行政の対応を進めるため、平成23

年４月に「秋田県建築行政マネジメント計画」（以下「マネジメント計画」と表現しま

す。）を策定し、平成27年10月及び令和２年９月には、マネジメント計画の見直しを行い、

建築物の安全・安心の確保に努めてきました。

この間、建築行政の分野においては、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正するための法律（令和４年法律第69号）、地

域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

（令和５年法律第58号、令和６年法律第53号）が成立するなど、社会情勢の変化等に対応で

きるよう、制度の見直しがなされています。

このような状況の変化を踏まえ、引き続き円滑な経済活動の確保を前提としつつ、建築

物の安全性を確保するため、マネジメント計画を改定し、効果的な建築行政を推進しよう

とするものです。

２．マネジメントの計画策定

⑴ この計画は、「秋田県建築確認円滑化対策連絡協議会（※）」が、特定行政庁に代わって策

定します。

⑵ この計画の期間は、令和７年度から令和12年度までとします。

（※）協議会は、県内の特定行政庁（県及び建築主事を置く市）、指定確認検査機関、指定

構造計算適合性判定機関及び建築関係団体で組織しています。（協議会の構成団体は

参考１を参照してください。）

３．基本的事項

⑴ この計画は、建築基準法、建築士法の規定に基づき建築物の安全安心を確保するために

策定するものです。

⑵ この計画内容は、計画の期間中であっても、目標達成状況や建築物の安全安心の向上に

資すると認められる提案等に応じて、適宜、具体の取り組むべき施策の見直しを行い、

継続的な改善に努めるものとします。



令和２年度 令和６年度

完了検査実施率 93.7% 96.4％
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Ⅱ．マネジメント計画の内容

この計画では、現状の課題や地域の特性等を考慮し、以下の内容を踏まえて、具体的な目

標・目標値の設定、取り組むべき施策、関係者の役割分担等をとりまとめます。

１．建築確認から検査までの建築規制の実効性の確保

⑴ 迅速かつ適確な建築確認審査の実施

円滑な経済活動の実施を確保しつつ、建築確認の実効性を確保するため、迅速かつ適確

な建築確認審査を推進します。

特に、令和４年の建築基準法改正において、建築確認の対象となる建築物の規模等が見

直されたことを踏まえ、改正前の建築基準法第６条第１項第４号に該当する建築物（以下、

「旧４号建築物」という。）から改正後の建築基準法第６条第１項第２号に該当する建築

物（以下、「新２号建築物」という。）となるものの建築及び大規模の修繕・大規模の模

様替に係る確認審査を迅速かつ適確に遂行します。

【目標】

○「円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書」に基づく審査の実施

○令和４年の建築基準法改正を踏まえた迅速かつ適確な確認審査の徹底

【施策】

○推進計画書に基づく建築確認業務、構造計算適合性判定業務及び建築物エネルギー消

費性能適合性判定業務の実施（特定行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性

判定機関）

○データベース等を活用した設計者の適格性の確認（特定行政庁、指定確認検査機関）

○円滑な建築行政に向けた確認審査日数又は判定日数の進捗管理（特定行政庁、指定確

認検査機関、指定構造計算適合性判定機関）

○日本建築行政会議を通じた運用の円滑化等（特定行政庁、指定確認検査機関、指定構

造計算適合性判定機関）

⑵ 中間検査・完了検査の推進

本県では、県民及び建築技術者の理解と協力により、完了検査率は非常に高い割合で推

移しています。引き続き、施工時において建築基準関係規定への適合を確保することを目

的として、中間検査及び完了検査の推進に係る取り組みを行います。

また、令和４年の建築基準法改正において、旧４号建築物から新２号建築物となるもの

について、法第７条の５に基づく検査の特例がなくなり、全ての建築基準関係規定への適

合を検査することとなることを踏まえ、円滑化に向けた取組を実施します。

【目標】

○完了検査率の維持

※完了検査率の実績の推移

（県内全ての審査機関平均）

○適確な中間検査・完了検査の実施

【施策】

○確認時における中間検査・完了検査手続きの啓発（特定行政庁、指定確認検査機関）
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○検査未受検の建築物に対する督促等の実施（特定行政庁）

○検査時の工事監理者の立ち会い要請（特定行政庁、指定確認検査機関）

○特定工程の設定（特定行政庁）

⑶ 適正な工事監理業務の推進

本県では、建築確認申請が必要な工事において、おおむね工事監理者が選定されている

状況にあります。引き続き、建築物の安全性の確保及び質の向上を目的として、工事監理

者の選定及び当該工事監理者による適切な工事監理の実施を推進します。

【目標】

○適正な工事監理者の選定

【施策】

○建築確認申請時の工事監理者欄の記載の確認徹底（特定行政庁、指定確認検査機関）

○データベース等を活用した工事監理者の適格性の確認（特定行政庁、指定確認検査機

関）

○工事監理者が未定のままで確認した物件に対する注意喚起の実施（特定行政庁、指定

確認検査機関）

○完了検査申請時の工事監理状況報告内容の確認の徹底（特定行政庁、指定確認検査機

関）

⑷ 仮使用認定制度の適確な運用

仮使用認定制度を適確に運用し、仮使用される建築物の安全確保を徹底します。

【目標】

○仮使用認定制度の円滑な実施

○工事中の建築物の安全確保の徹底

【施策】

○仮使用認定制度の周知（特定行政庁）

○工事中における安全上の措置等に関する計画の届出制度の周知（特定行政庁、指定確

認検査機関）

⑸ 建築確認申請等の電子化の推進

建築関係手続きの一層の効率化により、事務作業に要する時間を短縮することで審査の

より適確な実施を図るため、特定行政庁及び指定確認検査機関は、建築確認の電子申請の

受付や確認検査報告の電子化への対応を進めます。

【目標】

○建築確認の電子申請の受付への対応

【施策】

○建築確認の電子申請の受付体制の構築及び電子申請利用の推進（特定行政庁、指定確

認検査機関）

○確認審査報告の電子化の推進（特定行政庁・指定確認検査機関）
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２．指定確認検査機関・建築士事務所等への指導・監督

⑴ 指定確認検査機関等に対する指導・監督

指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関において、適切に確認審査・検査及

び構造計算適合性判定を実施するため、指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機

関に対して指導・監督を行います。

【目標】

○指定確認検査機関・指定構造計算適合性判定機関における適切な業務の執行

【施策】

○機動的な見直しによる処分基準の適性確保（県）

○各機関との意思疎通の徹底による、解釈の相違や運用実態の乖離の未然防止（特定行

政庁）

○特定行政庁と合同で立入調査を実施（県）

⑵ 建築士・建築士事務所に対する指導

適切な設計及び工事監理を通じて建築物の安全安心を確保するため、建築士・建築士事

務所に対して指導を行います。

【目標】

○建築士・建築士事務所における適切な業務の執行

【施策】

○機動的な見直しによる処分基準の適性確保（県）

○建築士事務所に対する随時立入調査の実施（県）

○確認申請窓口における注意喚起等による建築士定期講習の促進（特定行政庁、指定確

認検査機関）

○建築士事務所の業務報告書提出の促進（県）

○近年改正された建築士法の周知（県）

○秋田県建築士会及び秋田県建築士事務所協会との連携による相互の情報共有の推進

（県）

○建築士及び建築士事務所の処分情報の公表（県）

３．違反建築物等への対策

⑴ 違反建築物対策

防火関係規定等の違反のある建築物において火災等が発生した場合には重大な被害が発

生することが危惧されています。また、広域にわたる多数の建築物における施工不備等に

対して、迅速かつ適確に対応することが求められています。

こうした状況を踏まえて、県民の生命、健康及び財産を保護するため、警察、消防、福

祉等の関係機関、建設業許可等の関係部局と連携し、違反建築物対策を推進します。

【目標】

○違反建築物の未然防止と違反建築物対策の推進
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【施策】

〇違反情報、違反対応に関する国・県・特定行政庁間での情報共有（特定行政庁）

〇違反建築物に関与した建築士・建築士事務所にかかる調査の実施（県）

○違反建築物防止週間のほか、随時、必要に応じて違反建築物パトロールを実施（特定

行政庁）

○実効性のある是正指導の実施（是正計画内容の整理）（特定行政庁）

○関係法令所管部署との連携及び情報共有（特定行政庁）

⑵ 違法設置昇降機への安全対策

県内では把握されていませんが、過去に多くの建築確認等の必要な手続きが行われてい

ないエレベーター等の違法設置昇降機による事故が発生していることに鑑み、違法設置昇

降機の情報把握に努めるとともに、情報を把握した場合は是正措置を求める等、昇降機の

安全対策を推進します。

【目標】

○違法に設置された昇降機に対する安全対策の推進

【施策】

○違法設置エレベーターに関する情報提供受付窓口の設置（特定行政庁）

○労働基準監督署との連携及び情報共有、違反を把握した場合の是正指導(特定行政庁)

４．建築物及び建築設備の適切な維持管理を通じた安全性の確保

⑴ 定期報告制度の運用による維持保全の推進

定期報告制度を通じて、所有者等に建築物の安全性を確保する上で適切な維持管理が重

要であることを周知するとともに、定期報告の結果を違反建築物対策や既存建築物の安全

対策に活用します。また、昇降機、遊戯施設又は建築設備についても同様に安全性確保を

推進します。

【目標】

○定期報告率の向上

【施策】

○定期報告制度及び適切な維持管理の重要性の周知（特定行政庁、指定確認検査機関）

○定期報告台帳に基づく未報告建築物等の所有者等に対する督促又は立入検査の実施

（特定行政庁）

○検査結果が基準に適合していない場合の是正指導（特定行政庁）

○秋田県建築物定期報告調査・検査協会及び一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議

会との意見交換を踏まえた制度の適確な運用（県）

⑵ 建築物に係るアスベスト対策の推進

関係部局との連携により建築物所有者によるアスベスト改修を促進します。

【目標】

○アスベスト対策の推進
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【施策】

○関係部局との連携によるアスベスト対策状況及び公共建築物のアスベスト除去状況の

公表（県）

○アスベストを有する建築物に係るデータベースの整備拡充（特定行政庁）

○アスベスト有する建築物の所有者への対策の指導（特定行政庁）

５．事故・災害時の対応

⑴ 事故対応

建築物等に係る事故・災害は、時と場所を選ばず発生することに鑑み、事故等発生時

における関係機関との連携による迅速かつ適確な対応等を実施します。

【目標】

○事故発生時の現地調査、対策の実施に係る体制の構築

【施策】

○消防、警察等の関係機関と連携した事故発生時の迅速な対応の実施（県）

○必要に応じた、事故に係る建築行政としての調査の実施、原因究明、再発防止策の検

討及び国土交通省への情報提供（特定行政庁）

○同様の事故を未然に防止する観点からの緊急点検等の実施（特定行政庁）

⑵ 災害対応

地震発生時の迅速かつ適確な対応を可能とする体制整備を図ります。

【目標】

○被災建築物応急危険度判定士の登録促進

○応急危険度判定コーディネーターの育成

【施策】

○秋田県被災建築物応急危険度判定要綱に基づく体制整備の推進（県）

○被災建築物応急危険度判定士の確保及び養成のための講習の実施（県）

○被災建築物応急危険度判定実施本部におけるコーディネート体制の整備に向けた講習

の実施（県）

○広域的な応急危険度判定士派遣体制の維持継続（県）

６．消費者への対応

消費者問題への意識の高まりにより、建築物についても安全・安心に係る様々な相談や苦

情が寄せられることに鑑み、建築行政においても消費者部局との連携等、消費者への適切な

対応、情報提供等を行います。

【目標】

○安全・安心に関する情報共有

【施策】

○ホームページを活用した情報提供の推進（特定行政庁）
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○消費者部局及び秋田県生活センターとの連携（県）

○確認審査窓口による相談業務の実施（特定行政庁）

○建築士事務所協会や宅地建物取引業関係団体による苦情解決業務、法テラス相談窓口等、

事案の性質に応じた窓口の紹介（特定行政庁）

７．執行業務体制の整備

⑴ 内部組織の執行体制

建築基準法は、建築物等に係る最低基準を定め、健康及び財産の保護を図ることを目的

としており、関係法令を含め、制度の適切な執行は極めて重要であることから、具体的施

策を遂行するための効率的な業務執行体制の構築を図ります。

【目標】

○審査担当者の審査技術の向上

○建築行政に必要な執行体制の構築・強化

【施策】（推進計画の内容を抜粋）

○審査担当者の審査技術向上のため、各審査機関の建築主事等が中心となり、随時、審

査担当者との審査方法に関する情報交換・意見交換を図ります。特に、審査に当たっ

て運用を明確にすべき事項については、積極的な意見交換を行い、審査担当者の審査

技術の向上のため、ＯＪＴ（日常の業務を通じた能力向上研修）の充実を図るほか、

国土交通大学校研修等各種研修会の活用も検討します。

○再任用制度の活用により、ＯＢ職員が有する業務経験を、審査職員の技術力向上等に

つなげられるような仕組みを検討します。（県）

○職員の総合的な審査能力向上の観点から、建築指導分野はもとより、住宅、営繕、ま

ちづくりなど、様々な業務分野のスキルアップを推進します。（県）

○業務の複雑・高度化に継続して対応していくため、新たな職員の採用等、体制の維持

拡充に努めます。（指定確認検査機関）

⑵ 関係機関・関係団体との連携による執行体制

建築物等の安全安心確保に向けて、秋田県建築確認円滑化対策連絡協議会の各構成機関

の連携を密に図ると共に、目的や手段に応じて、次の各機関・団体とも連携を図ります。

○警察、消防、福祉等の関係行政機関

○建設業、宅地建物取引業関係団体

○日本建築行政会議

○その他の団体（技術者団体、市民団体、ＮＰＯなど）

⑶ データベースの整備・活用

建築物等のデータベースシステムを活用することにより、実態把握とその分析を行い、

抽出された課題の解決に向けた施策の検討を行います。

また、事務作業等に要する時間を短縮し、審査・指導等の業務をより充実させるため、

建築行政手続きの電子化の推進に努めます。

【目標】

○建築確認・検査、建築士等に係るデータベースの整備
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【施策】

○建築確認・検査、定期報告情報の継続的なデータベース化（特定行政庁）

○データベースによる蓄積情報を活用した課題分析と施策の検討（特定行政庁）

○建築士・建築士事務所データベースの活用（県）

○法令等の解釈や取り扱いに係る情報の共有（特定行政庁、指定確認検査機関）
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《参考 １》

◎ 秋田県建築確認円滑化対策連絡協議会 構成団体

◆県

秋田県

◆特定行政庁

秋田市

横手市

大館市（限定）

大仙市（限定）

◆指定確認検査機関

株式会社 秋田建築確認検査機関

公益財団法人 秋田市総合振興公社

株式会社 北日本建築検査機構

一般財団法人 秋田県建築住宅センター

◆指定構造計算適合性判定機関

一般財団法人 秋田県建築住宅センター

◆建築関係団体

一般社団法人 秋田県建築士会

一般社団法人 秋田県建築士事務所協会
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《参考 ２》

円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書

令和８年２月

秋田県建築確認円滑化対策連絡協議会

特定行政庁 秋田県、秋田市、横手市、

大館市（限定特定行政庁）、大仙市（限定特定行政庁）

秋田県知事指定確認検査機関 公益財団法人 秋田市総合振興公社

株式会社 秋田建築確認審査機関

株式会社 北日本建築検査機構

一般財団法人 秋田県建築住宅センター

秋田県知事指定構造計算適合性判定機関（県内）

一般財団法人 秋田県建築住宅センター



非適判物件※１ 適判物件

県（地域振興局） 41.1 20.2 5.3

秋田市 46.1 54.0 18.9

横手市 23.1 － 8.6(5.1)

大館市 5.9

大仙市 5.0

秋田市総合振興公社 9.1 － 5.1

秋田建築確認審査機関 21.0 30.0 7.0

北日本建築検査機構 17.8 27.7 6.5

秋田県建築住宅センター 11.8 － 4.5

各審査機関の平均審査日数 24.3 26.0 7.4(7.0)

１号建築物：病院、学校、共同住宅など、特定又は不特定の多数の利用に供する等の建築物

２号建築物：木造建築物で階数３以上、又は延べ面積が５００㎡、高さ１３ｍ若しくは軒高９ｍ超

３号建築物：木造以外の建築物で階数２以上、又は延べ面積が２００㎡超

４号建築物：１～３号建築物以外の建築物

※１　非適判定物件は、構造計算適合性判定を必要としない建築物。

※２　大館市及び大仙市は１～３号建築物の審査を行わない（限定特定行政庁）機関。

単位：日
１～３号建築物

           (　)内は、実審査日数 ４号建築物

※２

うち中断日数６０

日以上※2(b)

平均総判定日数

※３

平均実判定日数

※４
平均総判定日数 平均実判定日数

審査対象建築物 19件 0件 1日 1日 1日 1日
※１　当該機関中判定結果通知を交付した総件数（取り下げ件数は含まない）。

※２　判定できない旨の通知を行った日の翌日から追加説明書の提出があった日までの日数。

※３　構造計算適合性判定の求めがあった日から判定結果通知書を交付した日までの日数。

※４　総判定日数から中段日数を除いた日数。

令和６年度の県内指定構造計算適合性判定機関における平均判定日数

総判定件数(a)※１ (a)に対する平均日数 (a)-(b)に対する平均日数
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１．推進計画書の趣旨

本計画書は建築行政マネジメント計画の一部とするため、秋田県建築確認円滑化対策連絡

協議会（以下「協議会」と表現します。）を構成する各審査機関の総意として、確認審査の

迅速化及び審査過程のマネジメントについての取組方針をとりまとめたものです。

２．現状の分析等

⑴ 審査に要する所要期間の把握・分析

ア 令和６年度の県内確認審査機関における確認審査日数

イ 秋田県建築住宅センターが行った構造計算適合性判定の平均判定日数

ウ 所要期間の把握・分析

・ 各審査機関の平均審査日数は、建築基準法第６条第１項１号から３号に該当する建

築物の確認（法定期限３５日以内）及び４号建築物の確認（法定期限７日以内）とも

に、一部機関では法定期限を越えています。これは、申請図書に不備があった場合に

おいても中断通知を発出せず対応しており、補正書類の提出までに要した期間も含ま

れていること等によるものです。

・ 各機関の平均審査日数のばらつきは、主に取り扱っている建築物や、審査方法の違

いによるところが大きいと考えられます。

例 ・消防同意を要しない住宅の申請が多い場合は比較的短い

・消防同意を要する小規模建築物(自動車車庫、店舗等)が多い場合はその分長い

・建物用途の特殊性や規模によって審査項目が大きく異なる

・図書の補正等の求めを、電子メール等を用いて効率化している など
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⑵ 審査に長期間を要している物件の把握・分析

⑴のウにまとめたとおり、確認申請の審査は、県全域においておおむね適切に処理さ

れているものと認められますが、令和６年度において構造計算適合性判定を要する場合

の審査に長期間を要した物件（総審査日数が７０日を超えるもの）が県において１件、

秋田市において２件ありました。

これは申請図書に不備があり、補正や追加説明の対応が数次に渡った結果、法定の期

限を超えて時間を要したものであり、その後、処理が完結したことを確認しております。

⑶ 確認審査の流れ

・ 県（地域振興局）では、都市計画の制限やがけ地近接の状況などを効率的に把握する

等の観点から、確認申請の受付窓口を地域の状況に精通した市町村に依頼しており、調

査書が添えられて審査機関に経由されます。また、市でも、合併後の支所等に同様の機

能を求めている場合があります。

・ 確認検査機関や一部の市では、設計者が経由調査書と同様の内容をチェックしたシー

トを作成し、これを添付して申請されます。

・ 消防同意は、審査機関から求めるものとしておりますが、県の場合は経由機関、審査

機関及び消防同意機関の位置や体制などを考慮して、迅速かつ効率的な流れになるよう、

地域の実情に応じて取り扱っております。

⑷ 確認審査の体制

協議会を構成する各審査機関においては、複数の職員により審査するものとしており、

人的ミスの回避と審査・指摘のバラツキを無くすよう努めております。

⑸ 事前相談

各機関とも、事前相談には努めて応じることとしておりますが、限られたマンパワーが

有効かつ効果的に活用される観点から、事前相談と本申請のあり方（事前相談がＡ機関で、

申請がＢ機関に出される場合など）が議論されています。

⑹ ヒアリング

確認審査に限定した定期的なヒアリングは行っておりませんが、建築関係団体の総会後

の懇談や、意見交換会の場を通じて、実情の把握に努めております。

⑺ 審査担当者会議

協議会を構成するすべての審査機関により、秋田県建築行政連絡会議を定期的に行って

いるほか、テーマに応じた分科会を不定期に開催し、審査担当者の意見交換と、建築行政

に求められる問題意識の共有に努めております。

⑻ 長期間かかっているものの理由と対応

⑵で把握済みの物件は、申請建築物の特殊性（棟数、延べ面積、構造計画など）に起因

して、指摘に伴う審査の中断（設計者による補正作業の期間）と、その後の補正内容の審

査に多くの時間を費やした結果であり、例外的なケースと考えられます。

なお、いずれの物件もその後、法の規定に基づき適切に処理されたことを確認しました。
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⑼ 確認審査に要する期間を短くするための工夫

確認審査と消防同意は、従来から、実務レベルの可能な範囲で並行審査に努めておりま

す。

３．建築確認審査の迅速化の目標設定

本県の現状においては、各審査機関共に、法定の処理期限を意識した審査の迅速化に取り

組んでいることと併せて、構造計算適合性判定を要する物件においても、指定構造計算適合

性判定機関と連携を図りながら、確認済証交付までの所要期間の平均値の短縮を目指した取

組を行っていることを確認しておりますが、この計画の趣旨に示したとおり、円滑な経済活

動の実施を確保しつつ、建築確認の実効性を確保するため、「更なる迅速かつ適確な建築確

認審査の実施」を目標とします。

特に、令和４年の建築基準法改正において、建築確認の対象となる建築物の規模等が見直

されたことを踏まえ、旧４号建築物から新２号建築物となるものの建築及び大規模の修繕・

大規模の模様替にかかる建築審査を迅速かつ適確に遂行することを、共通の目標とします。

４．建築確認審査の迅速化のための取組み

適確な確認審査を実施することを前提に、確認審査手続きの迅速化を図るため、次のとお

り取組方針を定めます。なお、機関固有の取組みは、文末に（ ）囲みで機関名を示します。

⑴ 確認申請受付時点でのチェック方法

・ 各審査機関は、確認申請図書の受付の時点で、①記載すべき事項が欠落していないか、

②図書の整合性がとれているか、③法適合上、大きな問題がないか等を、チェックシー

ト等により確認します。

・ 構造計算適合性判定や建築物エネルギー消費性能適合性判定の要否を適確に判断して、

その後の審査の迅速化に努めます。（指定確認検査機関）

⑵ 審査方法

・ 設計者等の事前協議には、適確な審査と審査期間の短縮を図る観点から、法改正や運

用基準等に関する情報提供も含めて積極的に関与します。また、現地調査や関係官庁へ

の協議等を綿密に行うよう要請し、円滑に着工できるよう誘導します。（指定確認検査

機関）

・ 申請の受付後は、意匠、構造等の審査を並行して実施するなど、総合的な見地に立っ

て審査するものとし、指摘事項については、担当者によるバラツキが生じないよう、定

期的に内部で情報共有します。

・ 申請者等に対する補正等の指示は、段階的にならないよう、審査員が合議のうえで行

うものとします。ただし、誤記や形式的な不備等、明らかに設計者の錯誤による場合は、

処理の迅速化の観点に立って対応するものとします。

・ 補正等の書面交付の際は、「建築確認手続き等の運用改善マニュアル」に則して運用

するものとしますが、審査の期限を意識するあまり、処理中断の書面を安易に交付する

ことのないよう、適切かつ効果的に運用します。

⑶ 審査体制

・ 円滑な確認審査を実施するため、確認の審査には複数名の職員が関わるものとし、審

査事項にバラツキが生じないよう運用し、引き続き適切な審査体制の維持に努めます。

・ トラブルの未然防止の観点から、現地調査票の記載事項の確認を適切に行い不明確な
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点については、必ず行政機関に照会する等、特定行政庁との連携を図ります。（指定確

認検査機関）

・ 法令の他、国土交通省HPに掲載されている資料を参考に審査を行います。（指定確認

検査機関）

⑷ 消防同意手続きとの並行審査

・ 消防同意についても、積極的に並行審査を行うこととし、地域における消防同意審査

体制を踏まえた、十分な調整や情報交換を行います。

・ その他、並行審査にあたっての留意事項を洗い出すとともに、建築主事側の事前チェ

ックの精度を高め、申請者側の作業を縮減する観点から、関係機関等との意見交換を行

い、その情報を建築関係団体を通じて開示することにより、実務に反映されるよう努め

ます。

⑸ 指定構造計算適合性判定機関又は建築物エネルギー消費性能適合性判定機関との情報共

有

・ 建築主が判定機関に直接申請する構造計算適合性判定又は建築物エネルギー消費性能

適合性判定については、図書の整合性を確保するため、判定機関との連絡を密にし、互

いの指摘事項、留意事項又は補正された図書等を適切に情報共有・調整し、制度の円滑

な施行に努めます。

・ 建築物エネルギー消費性能適合性判定を伴う物件について、建築確認に係る審査と建

築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査を効率的に進めるため、原則として同一

検査員が同時並行的に審査することとし、やむを得ず異なる検査員がそれぞれの審査を

担当する場合は、緊密に連携し、審査の手戻りが生じないよう進めるなどにより審査の

迅速化を図ります。（指定確認検査機関）

⑹ 建築確認申請等の電子化の推進

・ 建築関係手続きの一層の効率化により、審査のより適確な実施を図るため、建築確認

の電子申請の受付や確認審査報告の電子化の推進に努めます。

・ 電子申請受付システムの活用を進め、建築確認の電子申請の受付体制の構築に努めま

す。（県・秋田市・横手市）

・ 図面審査も電子化を進め、BIMによる建築確認審査の構築に努めます。（横手市）

・ デジタル審査・検査実施のためのソフト・ハード整備の検討を行います。（秋田市・

横手市）

・ リモート検査の積極的な導入に努めます。（指定確認検査機関）

・ 構造計算適合性判定の電子申請の受付体制の構築を図ります。（指定構造計算適合性

判定機関）

⑺ その他確認審査手続き迅速化のための取組の実施

・ 都市計画の制限やがけ地近接の状況などの把握を市町村に委任しておりますが、経由

事務の更なる円滑化と調査内容の精度を高める観点から、経由調査書の記載内容につい

て改善の余地を検証し、必要に応じて様式の改正等を行います。（県）

・ 基本的な情報（都市計画、道路、下水道など）について、担当課に問い合わせること

なく審査できるよう逐次最新の情報収集に努め、審査の迅速化を図ります。（横手市）

・ 設計者に対して電話連絡等により説明を求めることができるような良好な関係を構築

できるよう、建築関係団体を通じた意見交換に努めます（秋田市、横手市、大仙市）
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５．建築確認の審査過程のマネジメント

適確かつ迅速な確認審査を実施するため、審査過程のマネジメントについて、次のとおり

取組方針を定めます。

⑴ 物件毎の進捗管理

・ ＩＴ技術を活用し、定時的に審査状況一覧を出力して確認審査の適切な進行管理と処

理状況の共有を徹底します。（県、大館市、大仙市、指定確認検査機関）

・ 審査担当者の業務量を適確に把握し、担当副参事又は係長が適切に業務を割り振ると

ともに、審査状況一覧により確認審査の適切な進行管理と処理状況の把握に努めます。

また、審査に時間を要する物件については対応策を検討します。（秋田市、横手市）

・ 処理途中の書類の管理方法を統一し、担当職員の不在時や引継ぎを受ける職員も対応

可能な環境を維持します。

⑵ 審査状況の情報開示

・ 住宅着工などの統計情報に加え、確認審査の処理状況（月次単位の処理件数、平均処

理日数など）や、審査を通じて得られた申請上の留意事項などをホームページに公表す

るほか、各窓口にも備え付け、処理状況の開示に努めます。（県）

・ 現在、建築確認申請に関するQ＆Aをホームページに公表しており、今後さらに確認審

査等を通じて得られた申請上の留意事項などを加え、内容の充実に努めます。（秋田市、

横手市）

⑶ 審査に伴う苦情、審査の指摘内容のバラツキ等の把握

審査に伴う意見・苦情は各審査機関において情報を共有のうえ、組織的に対応するもの

とし、必要に応じて、日本建築行政会議や秋田県建築行政連絡会議に諮り、課題と対応方

法を共有します。

⑷ 審査員への指導等の取組方針

・ 審査担当者の審査技術向上のため、各審査機関の建築主事等が中心となり、随時、審

査担当者との審査方法に関する情報交換・意見交換を図ります。特に、審査に当たって

運用を明確にすべき事項については、積極的な意見交換を行い、審査担当者の審査技術

の向上のため、ＯＪＴ（日常の業務を通じた能力向上研修）の充実を図るほか、国土交

通大学校研修等各種研修会の活用も検討します。

・ 再任用制度の活用により、ＯＢ職員が有する業務経験を、審査職員の技術力向上等に

つなげられるような仕組みを検討します。（県）

・ 審査・検査の経験を積む機会が減少していることから、先輩職員による勉強会の開催

や、場合によっては市内指定確認検査機関への短期出向など、審査・検査技術の維持・

向上のための取組を検討します。（秋田市）

・ 職員の総合的な審査能力向上の観点から、建築指導分野はもとより、住宅、営繕、ま

ちづくりなど、様々な業務分野のスキルアップを推進します。（県）

・ 審査チェックリスト等を活用し、審査の正確性、迅速化に努める。また、複数人で審

査することにより、審査経験を教示できる体制を維持します。（大館市）

・ 業務の複雑・高度化に継続して対応していくため、新たな職員の採用等、体制の維持

拡充に努めます。（指定確認検査機関）
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・ 新たに二級建築基準適合判定資格者検定の制度ができたことから、二級建築士の資

格を有する補助員に対し資格の取得を促し、取得に係る支援を行います。（指定確認検

査機関）

⑸ その他審査バラツキ是正のための取組

・ 日本建築行政会議や秋田県建築行政連絡協議会の議論検討に積極的に参画し、確認審

査に関する運用の明確化に努めます。

・ 事前相談を受けた内容をとりまとめ、同種の相談に対して迅速かつ適確に対応できる

環境を整えます。（秋田市、横手市）

６．その他

⑴ 推進計画書の公表方法

この推進計画書は、各審査機関のホームページにて公表するほか、各窓口にも備え付け、

取組方針として開示します。

⑵ 推進計画書を用いた設計者等との意見交換の実施

策定後は、できる限り早い段階で、協議会を構成する建築関係団体（建築士会、建築士

事務所協会）に説明の機会を設けると共に、マネジメント計画本体の策定に関しても意見

を求め、計画への反映に努めるものとします。

留意事項

迅速化のために取り組む並行審査の積極的活用は、申請図書の原本性の確保や指示指摘事

項等に対する説明責任の明確化と両立されることが前提であり、各関係機関（者）の職責に

重大なリスクを招くことの無いよう、申請建築物の安全安心を基軸とする十分な検証を重ね、

この取組を推進するものとします。


